
 

 
平成２１年１０月１日 

 

日・ベトナム経済連携協定の発効について 

 

 
１．本日、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協

定（日・ベトナム経済連携協定）が発効しました。 
 
２．この協定は、ベトナムとの間の経済上の連携を図るため、物品貿易の自由

化及び円滑化、知的財産権の保護をはじめ、広範な分野について定めるも

のです。この協定の発効により、両国間における経済上の連携を構築する

ことを通じ、両国の経済が一段と活性化され、また、両国間の関係がより

一層緊密になることが期待されます。 

 

３．この協定は、我が国にとり、すでに発効しているシンガポール、メキシコ、

マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ＡＳＥＡＮ、フィリ

ピン及びスイスとの経済連携協定に続き、１１番目の経済連携協定となり

ます。 

 

４．経済産業省としては、両国間の経済関係の更なる充実に向け、本協定の適

切な実施を図っていく所存です。 

 
 

 

 
 

 
  本日、日・ベトナム経済連携協定が発効しました。経済産業省としては、 

 両国間の経済関係の更なる充実に向け、本協定の適切な実施を図っていく所 

 存です。 
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